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令和７年度 教育委員会図書館会計年度任用職員の募集案内 

  

現在、教育委員会図書館では、令和７年度図書館業務に従事する会計年度任用職員（図書

館司書）を募集しています。  

 

１ 勤務条件等  

職 種 図書館司書 

業 務 内 容 

◎図書館業務全般に従事していただきます。 

・貸出及び返却作業等の窓口業務 

・図書及び雑誌の受入・登録・除籍業務 

・配架及び書架整理作業 

・利用者からの図書に関する相談業務（レファレンスサービス） 

・予約や返却督促など利用者への電話連絡業務 

・読書推進に関する業務（主催事業の企画・立案・実施、読み聞かせ等） 

※接客業務、電話応対、重量のある図書資料の運搬、立ち仕事や中腰での作業

があります。 

必 要 条 件 

図書館司書の資格を有する者（取得見込みを含む※）で、パソコン操作（ワー

ド、エクセル等）により文書作成、表計算、データ入力作業ができること。 

※令和８年４月１日時点に当該資格を有していること。応募時に、学校長等に

よる「資格取得見込みを保証する書類」等の提出ができる者に限る。 

任 用 期 間 
令和８年３月１日 から 令和８年３月３１日まで 

（任用開始から１か月間は条件付採用（試用期間）） 

勤 務 場 所 石巻市図書館（石巻市羽黒町一丁目９番２号） 

勤 務 時 間 
・８：３０〜１９：３０のうち指定する時間で、週２９時間勤務のシフト制 

・１日につき７時間以内の勤務（４５分間の休憩あり） 

休   日 

・業務の実情に応じて指定した日 

・国民の祝日に関する法律に定める休日（ただし、特別開館日を除く）、 

１２月２９日から翌年の１月３日までの期間 

報 酬 単 価 月額 １７９，４６３円 ～ １８２，４５６円（職務経験年数による） 

支 給 日 毎月２１日 

通 勤 手 当 通勤距離（片道２kｍ以上から対象）、週の勤務日数により支給されます。 

期 末 手 当 等 任用期間、勤務形態等により年２回支給されます。 ※今期はありません。 
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社 会 保 険 等 雇用保険が適用されます。 

休 暇 等 
年次有給休暇（１日）が付与されるほか、特別休暇として該当するものがあり

ます。 

 

２ 応募・選考等 

採 用 人 数 １人 

応 募 方 法 
履歴書（任意様式・６か月以内に撮影した顔写真貼付）及び司書資格証明書の

写しを申込先に郵送又は直接提出してください。 

応 募 期 限 令和８年２月７日（土） 午後６時必着 

申 込 先 

石巻市教育委員会図書館 

住所：〒９８６－０８３１ 石巻市羽黒町１丁目９番２号 

電話：０２２５－９３－８６３５ 

選 考 方 法 書類選考及び面接試験 

選 考 日 時 令和８年２月１２日（木） ※時間は電話にて連絡します。 

選 考 結 果 文書（郵送） 

 

３ 対象・資格  

(1) 次のいずれかに該当する者は、応募できません。  

ア 石巻市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者  

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく

なるまでの者  

ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力 

で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者  

  

４ その他  

(1) 次に該当する場合は、採用を取り消すことがあります。  

ア 履歴書などに虚偽の記載が判明した場合  

イ 必要とする免許・資格などを取得していない場合や当該免許・資格などが取り消さ

れている場合、業務の停止を命じられている場合  

(2) 会計年度任用職員は、地方公務員法に規定される服務に関する規定（服務の宣誓、

法令等および上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義

務、職務に専念する義務、政治的行為の制限）が適用されるほか、同法に規定される

懲戒の規定に該当する場合は、法に基づく処分の対象になります。 

 


